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�愛媛県告示第３５７号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課

農地・担い手対策室において告示の日から２週間公衆の縦覧に供す

る。

令和元年７月２６日

�愛媛県告示第３５５号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和元年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３５６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和元年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

県税オンラインシステム改
修業務

愛媛県総務部行財政改
革局税務課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和元年７月８日
日本電気株式会社松山支
店
愛媛県松山市味酒町一丁
目３番地

５９，２７３，５００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第２号の規定による。

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

かいてき調剤薬局新玉店 松山市千舟町八丁目６７番１６ 有限会社アメニティ・ライフ・エイド 精神通院医療（薬
局）

令和元年
６月１日

コスモ薬局立花店 松山市立花三丁目１０番１９号 有限会社コスモフィールド 精神通院医療（薬
局）

令和元年
７月１日

クローバー薬局安城寺店 松山市安城寺町１０７６番地４ 株式会社クローバー 精神通院医療（薬
局）

令和元年
７月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２４号 令和元年７月２６日

令和元年７月２６日金曜日 第２４号

愛 媛 県 報

２７５



��������������

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

農事組合法人
�枝生産組合 愛媛県西条市 愛媛県西条市丹原町

池田１９０２番ほか１筆 ２，５０４

２ 申請年月日

令和元年７月１６日

�������
�愛媛県告示第３５９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

石手川北部土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和元年７月２６日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

退 任

�愛媛県告示第３５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 弓削島循環線
越智郡上島町弓削上弓削２５６番２から

同町弓削上弓削２５５番２まで
令和元年７月２６日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 宮 渉 松山市上伊台町８６４

〃 寺 本 弘 道 松山市上伊台町８４１

〃 寒 川 高 雄 松山市上伊台町２５１－１

〃 重 松 一 広 松山市下伊台町１７３３－２

〃 松 本 英 治 松山市下伊台町１７７６

〃 河 野 正 幸 松山市下伊台町１７０８－６

〃 高 橋 誠 治 松山市下伊台町１０５０

〃 宮 内 勝 美 松山市下伊台町９２９

〃 三 好 清 敏 松山市下伊台町４５１

〃 山 下 新 松山市食場町２８８－１

〃 野 本 昇 松山市祝谷六丁目１２１１

〃 高 市 峰 雄 松山市菅沢町甲３１３

〃 乗 松 敏 彦 松山市福角町甲１７０３－２

〃 乗 松 幸 則 松山市福角町甲１６９４

〃 石 丸 勲 松山市福角町甲７７５

〃 谷 口 史 人 松山市堀江町甲１４４５－１０

〃 高 橋 元 松山市福角町甲５９１

〃 井 上 淳 司 松山市福角町甲１７４３

〃 石 丸 英 彦 松山市権現町甲８４９－４

〃 光 宗 忍 松山市東大栗町甲３６２

〃 上 松 勝 典 松山市東大栗町甲７４６

〃 三 好 英 樹 松山市客甲１５３

〃 野 本 隆 信 松山市西谷甲１７９

〃 河 内 武 志 松山市客甲９７－２

〃 有 田 啓 造 松山市馬木町２３０４馬木団地１－４３

〃 藤 原 光 博 松山市和田甲３６

監 事 竹 松 慎 吾 松山市鴨之池１３７

〃 野 本 仁 松山市菅沢町甲３０７

〃 乗 松 孝 則 松山市福角町甲２３５－２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 下 新 松山市食場町２８８－１

〃 岡 宮 渉 松山市上伊台町８６４

〃 寺 本 弘 道 松山市上伊台町８４１

〃 川 端 悦 延 松山市上伊台町２０３

〃 重 松 一 広 松山市下伊台町１７３３－２

〃 神 野 健 松山市下伊台町１１９６

〃 松 本 英 治 松山市下伊台町１７７６

〃 三 好 清 敏 松山市下伊台町４５１

〃 河 野 正 幸 松山市下伊台町１７０８－６

〃 野 本 昇 松山市祝谷六丁目１２１１

〃 高 市 峰 雄 松山市菅沢町甲３１３

〃 乗 松 政 文 松山市福角町甲２２８－３

〃 乗 松 幸 則 松山市福角町甲１６９４

〃 石 丸 勲 松山市福角町甲７７５

〃 谷 口 史 人 松山市堀江町甲１４４５－１０

〃 高 橋 元 松山市福角町甲５９１

〃 井 上 淳 司 松山市福角町甲１７４３

〃 石 丸 英 彦 松山市権現町甲８４９－４

〃 光 宗 忍 松山市東大栗町甲３６２

〃 上 松 勝 典 松山市東大栗町甲７４６

〃 野 本 隆 信 松山市西谷甲１７９

〃 三 好 英 樹 松山市客甲１５３

〃 樋 野 正 志 松山市客甲７２

〃 山 口 泰 松山市磯河内甲５１８

〃 有 田 宗 博 松山市小川甲６７５－１

監 事 竹 松 慎 吾 松山市鴨之池１３７

〃 上 松 正 孝 松山市東大栗町甲６９６

愛 媛 県 報令和元年７月２６日 第２４号

２７６



訓 令
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�愛媛県告示第３６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

石手川北部土地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨の届

出があった。

令和元年７月２６日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県訓令第９号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和元年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

〃 野 本 仁 松山市菅沢町甲３０７

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

監 事 松 本 英 治 松山市下伊台町１７７６ 松山市下伊台町１７７６－
１

改 正 後 改 正 前

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

経

営

支

援

課

１～２３

省略

経

営

支

援

課

１～２３

省略

２４ 中小

企業に

おける

経営の

承継の

円滑化

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 中小企業者の事業活動の継

続の支障に関すること。

２４ 中小

企業に

おける

経営の

承継の

円滑化

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 中小企業者の事業活動の継

続の支障に関すること。

� 認定（第１２条第１項

）

○ � 認定（第１２条第１項、中

小企業における経営の承継

の円滑化に関する法律施行

規則（以下この部において

「省令」という。）第７条

第１０項）

○

� 認定の取消し（中小企業

における経営の承継の円滑

化に関する法律施行規則

（以下この部において「省

令」という。）第９条第１

項から第９項まで、第１４項

から第１７項まで）

○ � 認定の取消し（省令

第９条第１

項から第９項まで、第１５項

）

○

２ 省略 ２ 省略

３ 経済産業大臣に対する情報

の提供（省令第７条第１１項、

第９条第１６項、第１２条第３２

項、第１３条第９項、第１３条の

２第７項、第１７条第５項、第

１８条第８項、第１９条第４項、

第２０条第１５項）

○

愛 媛 県 報令和元年７月２６日 第２４号

２７７



附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

４ 第一種経営承継受贈者等に

係る書類の受理（省令第９条

第１０項から第１３項まで、第１０

条第９項、第１１条第９項）

○

５ 第一種特別贈与認定中小企

業者等からの報告の処理（省

令第１２条第１項、第３項、第

５項、第７項、第９項から第

１１項まで、第１４項から第３１項

まで）

○

３ 第一種経営承継贈与者等の

相続の開始に関すること。

６ 第一種経営承継贈与者等の

相続の開始に関すること。

� 確認（省令第１３条第１

項、第３項 か ら 第６項 ま

で、第８項、第９項、第１１

項）

○ � 確認（省令第１３条第１

項、第３項 か ら 第６項 ま

で

）

○

� 確認の取消し（省令第１３

条第１３項 ）

○ � 確認の取消し（省令第１３

条第７項、第８項）

○

４ 災害等により被害を受けた

中小企業者に関すること。

７ 災害等により被害を受けた

中小企業者に関すること。

� 確認（省令第１３条の２第

１項、第３項 ）

○ � 確認（省令第１３条の２第

１項、第３項、第４項）

○

� 確認の取消し（省令第１３

条の２第５項 ）

○ � 確認の取消し（省令第１３

条の２第５項、第６項）

○

８ 特定贈与認定中小企業者等

からの報告の受理（省令第１３

条の３第２項、第５項、第１３

項、第１４項）

○

５ 指導及び助言の要件に関す

ること。

９ 指導及び助言の要件に関す

ること。

� 確認（省令第１７条第１

項 ）

○ � 確認（省令第１７条第１

項、第４項）

○

� 変更の確認（省令第１８条

第１項から第４項まで、第

７項、第８項）

○ � 変更の確認（省令第１８条

第１項から第４項まで、第

７項 ）

○

� 確認の取消し（省令第１９

条第１項、第２項）

○ � 確認の取消し（省令第１９

条第１項、第３項）

○

６ 特例承継計画に係る報告の

確認（省令第２０条第１項、第

２項、第８項から第１３項ま

で）

○ １０ 特例承継計画に係る報告の

確認（省令第２０条第１項、第

２項、第８項から第１４項ま

で）

○

愛 媛 県 報令和元年７月２６日 第２４号

２７８



公 告

�公 告

危険物取扱者法定講習会の実施について

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２３の規定による令和元年度危険物の取扱作業の保安に関する講習会を次のとおり実施する。

令和元年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 講習の種別、日時及び場所

種 別 日 時 場 所

� 給油取扱所において危険物の取扱
作業に従事する危険物取扱者を対象
とした講習

令和元年９月２４日（火）午後１時３０分 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター 多目的ホール

令和元年１０月３日（木）午後１時３０分 大洲市東大洲２７０番地１
大洲市総合福祉センター 多目的ホール

令和元年１０月４日（金）午前９時３０分 八幡浜市北浜一丁目３番地２５号
八幡浜商工会館 大ホール

令和元年１０月１６日（水）午前９時３０分 松山市湊町七丁目５番地
松山市総合コミュニティセンター 大会議室

令和元年１０月１７日（木）午後１時３０分 松山市湊町七丁目５番地
松山市総合コミュニティセンター 大会議室

令和元年１０月２５日（金）午前９時３０分 西条市朔日市７７９番地８
西条商工会館 大ホール

令和元年１０月２９日（火）午後１時３０分 新居浜市前田町６番９号
リーガロイヤルホテル新居浜 石鎚の間

令和元年１１月５日（火）午前９時３０分 四国中央市妻鳥町乙１２７
愛媛県紙産業技術センター 研修室

令和元年１１月８日（金）午前９時３０分 宇和島市丸之内五丁目１番地１８
宇和島地区広域事務組合消防本部 大会議室

� 石油コンビナート等災害防止法
（昭和６０年法律第８４号）第２条第６
号に規定する特定事業所における危
険物施設（給油取扱所を除く。）に
おいて危険物の取扱作業に従事する
危険物取扱者を対象とした講習

令和元年９月２５日（水）午後１時３０分 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター 多目的ホール

令和元年１０月１６日（水）午後１時３０分 松山市湊町七丁目５番地
松山市総合コミュニティセンター 大会議室

令和元年１０月２８日（月）午後１時３０分 新居浜市前田町６番９号
リーガロイヤルホテル新居浜 石鎚の間

令和元年１０月２９日（火）午前９時３０分 新居浜市前田町６番９号
リーガロイヤルホテル新居浜 石鎚の間

令和元年１０月３０日（水）午後１時３０分 新居浜市前田町６番９号
リーガロイヤルホテル新居浜 石鎚の間

� �及び�に掲げる危険物施設以外
の危険物施設において危険物の取扱
作業に従事する危険物取扱者を対象
とした講習

令和元年９月２５日（水）午前９時３０分 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター 多目的ホール

令和元年１０月４日（金）午後１時３０分 八幡浜市北浜一丁目３番地２５号
八幡浜商工会館 大ホール

令和元年１０月１７日（木）午前９時３０分 松山市湊町七丁目５番地
松山市総合コミュニティセンター 大会議室

令和元年１０月２５日（金）午後１時３０分 西条市朔日市７７９番地８
西条商工会館 大ホール

令和元年１０月３０日（水）午前９時３０分 新居浜市前田町６番９号
リーガロイヤルホテル新居浜 石鎚の間

令和元年１１月５日（火）午後１時３０分 四国中央市妻鳥町乙１２７
愛媛県紙産業技術センター 研修室

令和元年１１月６日（水）午前９時３０分 四国中央市妻鳥町乙１２７
愛媛県紙産業技術センター 研修室

令和元年１１月６日（水）午後１時３０分 四国中央市妻鳥町乙１２７
愛媛県紙産業技術センター 研修室

令和元年１１月８日（金）午後１時３０分 宇和島市丸之内五丁目１番地１８
宇和島地区広域事務組合消防本部 大会議室
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２ 受講申請書の提出期間

令和元年９月２日から各講習実施日の２日前の日まで（土、日曜日及び祝祭日を除く。）

但し、受付した危険物安全協会の管轄以外の会場で受講する場合は、各会場講習実施日の５日前（同）まで

３ 受講申請書の請求先及び提出先

� 受講申請書の請求先

各地区（市）危険物安全協会、各消防本部（局）、県地方局総務県民課及び県地方局支局総務県民室

� 受講申請書の提出先

各地区（市）危険物安全協会

但し、受講申請者数が各会場の定員に達した場合は、受付できませんので、あらかじめご了承ください。

その他の法定講習に関するお問合せについては、各地区（市）危険物安全協会において受付けます。

令和元年７月２６日 発行
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